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去
る
六
月
二
十
日
（
月
）
佐
嘉
神
社
記
念
館

に
お
い
て
第
六
十
一
回
佐
賀
県
神
社
関
係
者

大
会
が
開
催
さ
れ
た
。 

 

午
前
九
時
半
よ
り
代
表
者
が
佐
嘉
神
社
を

正
式
参
拝
。
午
前
十
時
半
よ
り
宮
﨑
浩
司
理
事

が
会
を
進
行
、
垣
内
利
秋
総
代
会
副
会
長
に
よ

り
開
会
の
辞
が
述
べ
ら
れ
、
南
里
和
幸
総
代
会

長
が
神
宮
並
び
に
皇

居
遥
拝
を
先
導
、
国
歌

を
斉
唱
し
、
敬
神
生
活

の
綱
領
を
佐
賀
県
神

道
青
年
会
大
島
仁
志

事
務
局
長
先
導
の
下
、

参
会
者
に
て
唱
和
し

た
。 

 

次
に
総
代
会
長
式

辞
を
南
里
会
長
が
申

し
述
べ
た
の
に
続
き
、

德
久
神
社
庁
長
が
挨

拶
、
以
降
議
事
へ
と

移
り
、
宮
﨑
神
社
庁

理
事
進
行
の
下
、
諸

関
係
団
体
の
活
動
報

告
並
び
に
、
宣
言
（
案
）

及
び
決
議
（
案
）
が
賛

同
多
数
に
よ
り
採
択

さ
れ
た
。 

 

そ
の
後
、
表
彰
式

へ
と
移
り
、
令
和
三
年
度
佐
賀
県
神
社
庁
定
例

表
彰
の
栄
に
浴
さ
れ
た
各
項
の
被
表
彰
者
を

代
表
し
て
、
勤
続
二
十
年
表
彰 

藤
田
俊
介
佐

嘉
神
社
禰
宜
、
定
例
表
彰 
坂
本
豊
美
少
童
神

社
責
任
役
員
、
特
殊
表
彰 
中
村
敏
郎
伊
勢
神

社
佐
賀
伊
勢
会
会
長
に
德
久
庁
長
よ
り
賞
状

と
記
念
品
が
授
与
さ
れ
、
被
表
彰
者
を
代
表
し

て
坂
本
氏
よ
り
謝
辞
が
述
べ
ら
れ
た
。 

 

次
に
舞
台
転
換
の
後
、
村
田
直
敏
神
政
連
佐

賀
県
本
部
長
が
挨
拶
し
、
山
谷
え
り
子
神
政
連

国
会
議
員
懇
談
会
副
幹
事
長
の
応
援
Ｄ
Ｖ
Ｄ

を
上
映
し
た
。 

 

会
を
終
え
る
に
先
立
ち
、
南
里
総
代
会
長
の

先
導
に
よ
り
聖
寿
万
歳
が
行
わ
れ
、
全
て
の
日

程
を
終
え
、
三
谷
英
史
総
代
会
副
会
長
が
閉
会

の
辞
を
述
べ
、
散
会
と
な
っ
た
。 

  
 

 
 

宣 

言 

先
の
大
戦
か
ら
七
十
七
年
目
の
今
年
、
我
が

国
は
輝
か
し
き
戦
後
復
興
を
遂
げ
、
日
常
の
暮

ら
し
に
何
ら
不
自
由
の
な
い
生
活
を
送
っ
て

い
る
。 

然
し
乍
ら
、
今
、
東
欧
に
於
い
て
は
、
ロ
シ

ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
、
ま
た
極
東
に
於
い
て

は
、
中
共
に
よ
る
台
湾
や
尖
閣
諸
島
へ
の
脅
威

が
懸
念
さ
れ
、
近
隣
諸
国
と
の
緊
張
は
一
層
の

た
か
ま
り
を
見
せ
て
い
る
。 

こ
の
秋
に
あ
た
り
、
我
々
佐
賀
県
神
社
関
係

者
一
同
は
、
深
く
世
界
の
平
和
を
希
求
し
、
正

し
く
世
界
の
動
向
を
把
握
す
る
と
共
に
、
時
局

第
六
十
一
回 

 

佐
賀
県
神
社
関
係
者
大
会 

開
催 
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日
に
は
国
旗
を 

掲
げ
ま
し
ょ
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の
推
移
を
見
誤
る
こ
と
な
く
、
誓
っ
て
大
御
心

を
体
し
、
い
よ
い
よ
祭
祀
の
厳
修
に
努
め
、
常

に
研
鑽
に
励
み
、
高
い
識
見
を
以
て
崇
敬
者
へ

の
教
化
、
共
存
共
栄
の
国
民
精
神
の
昂
揚
に
努

め
る
こ
と
を
決
意
す
る
。 

 

右
、
宣
言
す
る
。 

令
和
四
年
六
月
二
十
日 

第
六
十
一
回
佐
賀
県
神
社
関
係
者
大
会 

  
 

 
 

決 

議 

 

第
六
十
一
回
佐
賀
県
神
社
関
係
者
大
会
に

当
た
り
、
我
々
神
社
関
係
者
は
宣
言
の
趣
旨
を

体
し
、
使
命
達
成
の
た
め
、
邁
進
す
る
こ
と
を

誓
う
。 

 

右
、
決
議
す
る
。 

令
和
四
年
六
月
二
十
日 

第
六
十
一
回
佐
賀
県
神
社
関
係
者
大
会 

 

令
和
三
年
度 

佐
賀
県
神
社
庁
定
例
表
彰 

 

■
勤
続
二
十
年
表
彰 

佐
賀
地
区
第
一
支
部 

佐
嘉
神
社
禰
宜 

藤
田 

俊
介 

殿  

■
規
程
表
彰 

佐
賀
地
区
第
二
支
部
北 

男
女
神
社
責
任
役
員 

森 
 

新
吾 

殿 

三
養
基
地
区
支
部 

老
松
神
社
総
代 

松
本 

廣
三 

殿 

宝
満
神
社
総
代 

原 
 

政
寛 

殿 

宝
満
神
社
総
代 

冨
山 

 

茂 

殿 

千
栗
八
幡
宮
監
査 

尊
田 

 

茂 

殿 

天
満
神
社
責
任
役
員 

矢
動
丸
勝
彦 

殿 

天
満
神
社
責
任
役
員 

磯
野 

岩
夫 

殿 

東
松
浦
地
区
西
支
部 

八
坂
神
社
責
任
役
員 

山
口 

武
雄 

殿 

八
坂
神
社
責
任
役
員
総
代
会
長 

上
田 

英
治 

殿 

少
童
神
社 

岬
神
社

責
任
役
員
総
代
会
長 

坂
本 

豊
美 

殿 

日
枝
神
社
責
任
役
員 

岩
﨑 

正
一 

殿 
杵
島
地
区
西
支
部 

鳥
海
天
満
宮
責
任
役
員 

松
尾 

 

久 

殿 
武
雄
神
社
総
代 

松
本 

敏
郎 

殿 

藤
津
地
区
支
部 

大
浦
神
社
総
代
会
副
会
長 

岡 
 

義
人 

殿 

松
岡
神
社
総
代 

井
﨑 

 

孝 

殿 

佐
賀
地
区
第
一
支
部 

天
満
神
社
会
計 
三
根 

抱
一 

殿 

伊
勢
神
社
責
任
役
員 

近
藤 
忠
喜 

殿 

佐
賀
縣
護
國
神
社
祭
典
委
員 

久
米 
初
男 

殿 

龍
造
寺
八
幡
宮
氏
子
総
代 

飛
田 

時
男 
殿 

 

■
特
殊
表
彰 

東
松
浦
地
区
西
支
部 

田
島
神
社
崇
敬
者 

石
井 

保
吉 

殿  

杵
島
地
区
東
支
部 

妻
山
神
社
氏
子 

土
井 

信
男 

殿 

妻
山
神
社
氏
子 

吉
村 

秋
馬 

殿  

佐
賀
地
区
第
一
支
部 

伊
勢
神
社
佐
賀
伊
勢
会
会
長 

中
村 

敏
郎 

殿   

 

去
る
六
月
七
日
・
八
日
を
前
期
、
二
十
七
日
・

二
十
八
日
を
後
期
日
程
と
し
、
平
和
会
館
ほ
か

佐
嘉
神
社
記
念
館
を
会
場
に
「
佐
賀
県
神
社
庁

研
修
所
主
催 

令
和
四
年 

初
任
神
職
研
修
会
」

を
開
催
し
た
。
当
研
修
は
、
昭
和
五
十
年
七
月

一
日
以
降
に
任
用
さ
れ
た
者
が
対
象
で
、
任
用

後
五
年
以
内
の
受
講
が
望
ま
れ
て
い
る
。
今
回

は
平
成
三
十
年
以
来
の
開
催
で
、
当
県
及
び
福

岡
県
か
ら
計
十
四
名
が
参
加
し
、
神
社
本
庁
史

を
は
じ
め
、
神
職
奉
務
心
得
な
ど
所
定
の
科
目

を
受
講
し
た
。 

 

期
間
中
に
は
、
国
旗
掲
揚
・
降
納
行
事
で
は
、

佐
賀
縣
護
國
神
社
の
御
協
力
の
下
、
朝
夕
に
国

佐
賀
県
神
社
庁
研
修
所
主
催 

令
和
四
年
初
任
神
職
研
修
会
開
催 
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旗
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
実
習
し
た
。 

 

研
修
会
開
催
に
あ
た
り
、
社
務
御
多
端
の
中

講
義
を
担
当
戴
い
た
講
師
各
位
、
神
社
施
設
を

利
用
さ
せ
て
戴
い
た
各
神
社
様
の
御
協
力
に

対
し
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 

行
事
予
定  

七
月 

 
 

五
日 

第
一
回
教
化
委
員
会 

 

於
神
社
庁 

 
 

六
日 

九
州
地
区
各
県
神
社
庁
事
務
研 

修
会(

～
七
日)

 
 

 

於
長
崎
県 

 
 

八
日 

監
査
会 

 
  

 
 

於
神
社
庁 

 

十
三
日 

神
青
会
第
三
回
役
員
会 

於
神
社
庁 

 

十
九
日 

伊
萬
里
神
社
例
祭
（
創
建
一
二
五 

〇
年
式
年
大
祭
） 

二
十
一
日 

神
社
庁
支
部
長
会 

於
神
社
庁 

二
十
六
日 

雅
楽
研
修
会 

 
  

於
神
社
庁 

二
十
七
日 

神
社
庁
役
員
会 

  

於
神
社
庁 

 
 

 
 

 

協
議
員
会 

 
 

於
平
和
会
館 

二
十
九
日 

佐
賀
県
女
子
神
職
会
総
会 於

神
社
庁 

八
月 

 
 

三
日 

佐
賀
県
神
社
総
代
会
役
員
・
支
部 

長
会 

 
 

 
  

 

於
神
社
庁 

佐
賀
県
神
社
総
代
会
評
議
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

於
平
和
会
館 

 

十
五
日 

戦
争
犠
牲
者
慰
霊
祭
・
祖
国
復
興 

祈
願
祭 

 
 

 

於
小
城
地
区 

二
十
二
日 

九
州
地
区
中
堅
神
職
研
修
（
甲
） 

(

～
二
十
六
日)

 
 

 

於
熊
本
県 

二
十
五
日 

九
州
地
区
女
子
神
職
会
祭
式
研 

修
会  

於
佐
嘉
神
社
記
念
館 

  

事
務
連
絡  

令
和
四
年
六
月
一
日
附
本
奉
発
第
三
七
号 

神
社
本
庁
総
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
令
和
四
年
度
夏
季
「
親
子
参
宮
団
」
の
中
止 

に
つ
い
て 

 

標
記
の
件
、
例
年
神
社
本
庁
で
は
、
青
少
年

が
神
宮
の
自
然
や
文
化
に
直
接
触
れ
る
機
会

を
設
け
、
神
宮
へ
の
崇
敬
心
を
涵
養
し
、
将
来

の
御
遷
宮
へ
の
意
義
啓
発
を
図
っ
て
ゆ
く
こ

と
を
目
的
と
し
た
参
宮
企
画
を
奨
励
し
て
を

り
ま
す
。 

 

し
か
し
、
未
だ
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
終
息
が
見
え
な
い
状
況
に
鑑
み
、
令
和
四

年
度
夏
季
「
親
子
参
宮
団
」
は
中
止
せ
ざ
る
を

得
な
い
と
判
断
致
し
ま
し
た
。 

 

つ
き
ま
し
て
は
、
貴
庁
管
内
へ
そ
の
旨
御
周

知
の
程
宜
し
く
お
願
ひ
申
上
げ
ま
す
。 

 

尚
、
明
年
の
春
季
「
親
子
参
宮
団
」
に
つ
い

て
は
、
状
況
を
見
て
改
め
て
御
案
内
申
上
げ
ま

す
。 

以 

上 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日
附
研
修
発
第
二
四
二
号
の
二 

神
社
本
庁
総
合
研
究
所
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
令
和
四
年
度
神
宮
実
習
開
催
の
件 

 

標
記
の
件
、
「
階
位
検
定
及
び
授
与
に
関
す

る
規
程
」
に
基
づ
く
神
宮
実
習
を
左
記
に
よ
り

開
催
し
ま
す
。 

 

つ
き
ま
し
て
は
、
貴
庁
管
内
の
対
象
者
で
希

望
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要
書
類
を
添
付
し
、

貴
職
の
御
推
薦
の
上
、
貴
庁
を
経
由
し
て
締
切

日
ま
で
に
神
社
本
庁
総
合
研
究
所
へ
申
込
む

や
う
、
御
指
導
願
ひ
ま
す
。 

 

尚
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
流
行
の

状
況
に
鑑
み
、
本
実
習
は
神
宮
に
関
す
る
事
前

講
義
を
三
日
間
、
神
宮
で
の
実
習
を
三
日
間
で

開
催
す
る
こ
と
と
致
し
ま
す
。
双
方
を
合
は
せ
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て
神
宮
実
習
修
了
と
致
し
ま
す
の
で
、
御
承
知

置
き
願
ひ
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一
、
対
象
者 

 
 

 

明
階
検
定
に
合
格
し
た
者
（
但
し
、
既 

に
正
階
を
有
す
る
者
又
は
正
階
相
当 

の
神
務
実
習
を
修
了
し
て
を
り
、
神
職 

若
し
く
は
奉
務
予
定
者
で
あ
る
こ
と
。 

一
、
事
前
講
義 

 
 

 

・
期
日 

八
月
八
日
（
月
）
か
ら 

 
 

 
 

 
 

 

八
月
十
日
（
水
） 

 
 

 

・
場
所 

（
東
京
会
場
）
神
社
本
庁 

 
 

 
 

 
 

 

（
伊
勢
会
場
）
皇
學
館
大
学 

 
 

 

※
遠
隔
会
議
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
た 

参
加
は
で
き
な
い
。
希
望
調
査
表
に 

希
望
会
場
を
示
す
こ
と
。 

一
、
神
宮
で
の
実
習 

 
 

 

・
期
日 

 
 

 
 

①
令
和
四
年
八
月
二
十
三
日
（
火
） 

～
二
十
五
日
（
木
） 

 
 

 
 

②
令
和
四
年
八
月
三
十
日
（
火
） 

～
九
月
一
日
（
木
） 

 
 

 
 

③
令
和
四
年
九
月
六
日
（
火
） 

～
九
月
八
日
（
木
） 

 
 

 
 

④
令
和
四
年
九
月
十
三
日
（
火
） 

～
九
月
十
五
日
（
木
） 

 
 

 
 

※
希
望
調
査
表
に
基
づ
き
、
総
合
研 

究
所
に
お
い
て
参
加
日
を
指
名 

す
る
。
必
ず
記
入
す
る
こ
と
。 

一
、
申
込
期
限 

 
 

 

令
和
四
年
七
月
八
日
（
金
） 

 
 

 
 

神
社
本
庁
必
着
厳
守 

  
 

※
詳
細
は
神
社
庁
ま
で
お
尋
ね
下
さ
い
。 

 

令
和
四
年
六
月
一
日
附
研
修
発
第
二
五
二
号 

神
社
本
庁
階
位
検
定
委
員
会
委
員
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
令
和
四
年
度
階
位
検
定
試
験
（
定
期
） 

実
施
の
件 

一
、
階
位
及
び
期
間 

 
 

 

明 

階 

 
 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
七
日
（
月
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

～
十
一
日
（
金
） 

 
 

 

正 

階 

 
 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
九
日
（
水
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

～
十
一
日
（
金
） 

 
 

 

権
正
階 

 
 

 
 

※
正
階
に
同
じ 

一
、
最
寄
試
験
場 

 
 

 

福
岡
県
神
社
庁 

 
 

 
 

福
岡
市
東
区
東
浜
一-

五-

八
八 

一
、
検
定
料 

 
 

 

明 

階 

 
 

 
 

二
〇
、
〇
〇
〇
円
（
初
回
） 

 
 

 

正 

階 

 
 

 
 

一
八
、
〇
〇
〇
円
（
初
回
） 

 
 

 

権
正
階 

 
 

 
 

一
五
、
〇
〇
〇
円
（
初
回
） 

 
 

 

※
同
一
階
位
の
二
回
目
以
降
は
半
額 

一
、
願
書
提
出
締
切 

 
 

 
 

令
和
四
年
八
月
十
九
日
（
金
） 

一
、
備
考 

 
 

 
 

願
書
（
一
、
八
〇
〇
円
、
税
別
、
送 

料
実
費
）
は
神
社
新
報
社
に
て
頒
布 

し
て
い
ま
す
。 

以 

上 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日
附
財
政
発
第
七
号 

神
社
本
庁
総
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
令
和
三
年
度
神
社
本
庁
協
賛
員
特
別
祈
願 

祭
に
つ
き
参
列
案
内
中
止
の
件 

 

標
記
の
件
、
例
年
実
施
し
て
を
り
ま
す
神
社

本
庁
協
賛
員
特
別
祈
願
祭
に
つ
き
ま
し
て
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大

防
止
の
観
点
か
ら
、
昨
年
度
に
引
続
き
、
已
む

を
得
ず
参
列
案
内
を
中
止
す
る
こ
と
と
致
し

ま
し
た
の
で
、
こ
の
段
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。 

 

尚
、
祭
典
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
庁
神
殿
に

て
厳
粛
に
斎
行
致
し
ま
す
。
貴
管
内
の
協
賛
員

各
位
に
は
、
別
添
の
通
り
中
止
の
案
内
を
送
付

し
て
を
り
ま
す
の
で
御
承
知
置
き
願
ひ
ま
す
。 

以 

上 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日
附
本
奉
収
第
四
二
号 

神
社
本
庁
本
宗
奉
賛
部
長
名
・
神
社
庁
長
宛 
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▼
「
伊
勢
の
神
宮 

奉
賛
こ
よ
み
」
の
取
り 

扱
ひ
に
つ
い
て 

 

標
記
の
件
、
こ
れ
ま
で
神
宮
司
庁
監
修
、
神

社
本
庁
発
行
に
て
御
活
用
を
戴
い
て
参
り
ま

し
た
「
伊
勢
の
神
宮 

奉
賛
こ
よ
み
」
は
、
令

和
五
年
版
よ
り
「
伊
勢
の
神
宮
カ
レ
ン
ダ
ー
」

と
名
称
を
改
め
、
神
宮
司
庁
・
監
修
、
伊
勢
神

宮
崇
敬
会
の
発
行
に
て
、
左
記
の
通
り
取
扱
は

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

 

例
年
お
届
け
し
て
ゐ
る
見
本
二
百
部
に
つ

い
て
は
、
今
後
も
神
社
本
庁
よ
り
同
数
を
送
付

さ
せ
て
戴
く
予
定
で
す
が
、
別
途
お
申
込
分
に

つ
い
て
は
伊
勢
神
宮
崇
敬
会
に
お
問
合
せ
戴

き
ま
す
や
う
、
お
願
ひ
申
上
げ
ま
す
。 

 

尚
、
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
伊
勢
神
宮
崇
敬

会
よ
り
改
め
て
通
知
が
送
付
さ
れ
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 

記 

一
、
名
称 

 
 

 

「
伊
勢
の
神
宮
カ
レ
ン
ダ
ー
」 

一
、
体
裁 

 
 

 

Ｂ
三
判
変
形
（
縦
五
十
四
㎝×

横
三
十 

七
㎝
）
、
表
紙
共
七
枚
綴
サ
イ
ズ 

一
、
内
容 

 
 

 

神
宮
諸
祭
を
中
心
と
し
た
写
真
を
掲
載 

一
、
頒
布
価
格 

 
 

 

一
般
価
格 

八
八
〇
円
（
税
込
） 

 
 

 

神
社
関
係
者
価
格
（
神
職
及
び
神
社 

庁
・
神
社
取
纏
め
分
） 

 
 

 
 

七
九
二
円
（
税
込
） 

 
 

 

早
期
注
文
価
格 

（
八
月
三
十
一
日
迄
） 

 
 

 
 

七
〇
四
円
（
税
込
） 

 
 

 

※
送
料
は
別
途
必
要
と
な
り
ま
す
。 

一
、
名
入
れ 

 
 

 

五
〇
部
～
二
〇
〇
部 

 
 

 
 

九
、
五
〇
〇
円
（
税
込
） 

 
 

 

二
〇
〇
部
以
上 

 
 

 
 

無
料 

 
 

 

※
五
〇
部
以
下
は
受
付
け
て
を
り
ま 

せ
ん
。 

一
、
お
問
合
せ 

 
 

 

神
宮
会
館
（
三
重
県
伊
勢
市
宇
治
中
之 

切
町
一
五
二
） 

電 

話 

〇
五
九
六-

二
二-

〇
〇
〇
一 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
五
九
六-

六
三-

八
一
七
七 

以 

上 
 

 

令
和
四
年
六
月
十
三
日
附
神
政
発
第
四
八
二
号 

神
道
政
治
連
盟
会
長
名
・
本
部
長
宛 

▼
『
夫
婦
別
姓
・
同
性
婚
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ 

ッ
プ
・
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ―

家
族
と
社
会
に
関
わ 

る
諸
問
題―

』
発
行
に
つ
き
、
見
本
誌
送 

付
の
件 

 

標
記
の
件
、
本
連
盟
で
は
神
道
政
治
連
盟

国
会
議
員
懇
談
会
と
協
力
し
、
選
択
的
夫
婦

別
氏
制
度
の
導
入
や
同
性
婚
の
容
認
、
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
の
導
入
、
更
に
は
性
的

少
数
者
に
対
す
る
理
解
増
進
な
ど
、
家
族
や

社
会
の
在
り
方
に
大
き
な
影
響
を
与
へ
る
問

題
に
つ
い
て
知
識
や
情
報
を
よ
り
広
く
共
有

し
、
積
極
的
に
対
処
す
べ
く
、
啓
発
冊
子
を

左
記
の
通
り
作
製
致
し
ま
し
た
。 

 

つ
き
ま
し
て
は
、
見
本
誌
十
部
を
送
付
致

し
ま
す
の
で
、
広
く
御
活
用
戴
き
ま
す
や

う
、
宜
し
く
お
願
ひ
申
上
げ
ま
す
。 

 

尚
、
本
連
盟
協
賛
神
社
に
も
一
部
づ
つ
見

本
誌
を
送
付
し
て
を
り
ま
す
こ
と
を
申
添
へ

ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 

記 

一
、
冊 

子 

 
 

 

『
夫
婦
別
姓
・
同
性
婚
・
パ
ー
ト
ナ 

ー
シ
ッ
プ
・
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ―

家
族
と
社 

会
に
関
わ
る
諸
問
題―

』 

一
、
頒 

価 

 
 

 

無
料
（
送
料
、
本
連
盟
負
担
） 

一
、
そ
の
他 

 
 

 

追
加
御
希
望
の
際
は
、
希
望
部
数
、 

送
付
先
を
明
記
の
上
、
フ
ァ
ッ
ク
ス 

に
て
本
連
盟
宛
（
〇
三-

六
六
二
九-

 

八
三
二
一
）
御
注
文
下
さ
い
。 

尚
、
見
本
誌
は
発
送
業
者
よ
り
貴
本 

部
へ
直
接
発
送
致
し
ま
す
の
で
御
承 

知
置
き
願
ひ
ま
す
。 

以 

上 
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令
和
四
年
六
月
十
三
日
附 

全
国
神
社
保
育
団
体
連
合
会
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
本
会
役
員
改
選
に
伴
う
役
員
の
変
更
に 

つ
い
て 

 

標
記
の
件
、
去
る
五
月
、
本
会
第
七
十
一

回
総
会
が
書
面
開
催
さ
れ
、
任
期
満
了
に
伴

う
役
員
改
選
を
経
て
、
左
記
の
通
り
新
役
員

が
決
定
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
御
報
告
申
上

げ
ま
す
。 

 

尚
、
任
期
満
了
を
期
し
て
御
退
任
さ
れ
ま

し
た
、
川
合
前
会
長
に
は
、
本
会
顧
問
に
御

就
任
戴
き
、
引
き
続
き
本
会
運
営
に
御
力
添

を
賜
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
併
せ
て

御
報
告
申
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 

記 

一
、
新
役
員
名
簿 

 
 

 

別
添
名
簿
の
通
り 

以 

上 
 

 

※
別
添
略 

 
 

新
会
長
は
篠 

直
嗣
氏 

 

令
和
四
年
六
月
十
六
日
附
研
修
発
第
二
六
六
号 

神
社
本
庁
総
合
研
究
所
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
令
和
四
年 

神
社
庁
講
師
研
修
会
並
び
に 

指
導
者
養
成
研
修
に
つ
い
て 

 

標
記
の
件
、
左
記
研
修
は
日
程
が
確
定
し

次
第
別
途
公
示
す
る
と
し
て
お
り
ま
し
た

が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の

観
点
か
ら
、
本
年
の
開
催
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん

の
で
、
こ
の
段
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 

記 

神
社
庁
講
師
研
修
会 

 
 

 

一
、
神
社
庁
雅
楽
講
師
研
修
会 

指
導
者
養
成
研
修 

 
 

 

一
、
神
社
庁
雅
楽
指
導
者
養
成
研
修
会 

 
 

 

一
、
神
道
行
法
錬
成
研
修
会 

  

追
而 

神
社
庁
祭
祀
舞
指
導
者
養
成
研
修 

会
に
つ
い
て
は
、
開
催
の
可
否
を
決 

定
し
次
第
改
め
て
通
知
し
ま
す
。 

以 

上 
 

 

令
和
四
年
六
月
二
十
七
日
附
崇
事
発
第
二
七
号 

伊
勢
神
宮
崇
敬
会
事
務
局
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
令
和
五
年
版
「
伊
勢
の
神
宮
カ
レ
ン
ダ
ー
」 

頒
布
に
つ
い
て 

 

標
記
の
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
左
記
の
通

り
頒
布
い
た
し
ま
す
の
で
、
各
種
大
会
や
会

合
、
神
宮
大
麻
頒
布
奉
仕
者
へ
の
記
念
品
等

に
御
活
用
戴
き
た
く
、
貴
管
内
に
御
推
奨
賜

り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

な
お
、
令
和
四
年
版
ま
で
神
宮
監
修
、
神

社
本
庁
発
行
の
「
伊
勢
の
神
宮
奉
賛
こ
よ

み
」
が
作
製
業
者
老
齢
に
つ
き
、
製
作
が
困

難
と
な
っ
た
た
め
、
神
宮
主
導
の
取
扱
と
な

り
、
令
和
五
年
版
よ
り
本
会
が
発
行
を
取
扱

う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
こ
と
申
添
え
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一
、
体
裁 

 
 

 

Ｂ
三
判
変
形
サ
イ
ズ
、
表
紙
共
七
枚
綴 

一
、
内
容 

 
 

 

掲
載
写
真
は
神
宮
諸
祭
を
中
心
に
作
成 

一
、
頒
布
価
格
（
何
れ
も
税
込
） 

 
 

 

一
般
価
格 

 
 

 

八
八
〇
円 

 
 

 

神
社
関
係
者
価
格 

七
九
二
円 

 
 

 

早
期
注
文
価
格 

 

七
〇
四
円 

 

※
誠
に
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
昨
今 

の
資
材
高
騰
に
つ
き
価
格
改
定
を
さ
せ 

て
戴
い
て
お
り
ま
す
。 

何
卒
ご
理
解
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い 

申
し
上
げ
ま
す
。 

一
、
送
料 

 
 

 

本
州
・
四
国
・
九
州
は
六
八
〇
円 

（
税
込
）
、
北
海
道
・
沖
縄
は
九
〇 

〇
円
（
税
込
） 

※
一
梱
包
最
大
五
〇
部 

一
、
名
入
れ 

 
 

 

五
〇
部
以
上
で
承
り
ま
す
。 

 
 

 

二
〇
〇
部
ま
で
の
注
文
に
つ
い
て 

は
、
版
代
と
し
て
九
、
五
〇
〇
円 

（
税
込
）
を
御
負
担
願
い
ま
す
。 

一
、
申
込
先 

 
 

 

神
宮
会
館 

 
 

 

三
重
県
伊
勢
市
中
之
切
町
一
五
二 

 
 

 

電 

話 

〇
五
九
二-

二
二-

〇
〇
〇
一 

 
 

 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
五
九
六-

六
三-

八
一
七
七 



佐 賀 県 神 社 庁 報（2８６号）                令和４年７月 1日発行 

7 

 

一
、
申
込
締
切
及
び
発
送 

 
 

①
名
入
れ
無
し
の
場
合 

 
 

 
発
送
は
申
し
込
み
が
あ
り
次
第
、
九 

月
下
旬
よ
り
発
送
い
た
し
ま
す
。 

 
 

②
名
入
れ
有
り
の
場
合 

 
 

 

印
刷
の
都
合
上
、
受
付
締
切
り
を
十 

月
末
日
と
さ
せ
て
戴
き
ま
す
。
名
入 

れ
デ
ー
タ
入
稿
完
了
後
に
印
刷
、
出 

来
次
第
順
次
発
送
さ
せ
て
戴
き
ま
す
。 

一
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト 

 
 

 

御
案
内
用
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
一
五 

〇
部
を
お
送
り
い
た
し
ま
す
の
で
御 

活
用
下
さ
い
。 

 
 

 

ま
た
、
カ
レ
ン
ダ
ー
見
本
五
部
は
七 

月
中
旬
迄
に
お
送
り
い
た
し
ま
す
。 

な
お
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
追
加
に
つ
い 

て
は
神
宮
会
館
ま
で
御
連
絡
下
さ
い
。 

以 

上 
 

 

◇
◆
◇
神
青
会
た
よ
り
◇
◆
◇ 

○
令
和
四
年
度
定
例
総
会 

開
催 

伊
萬
里
神
社
権
禰
宜 

加
志
田 

崇
嗣 

 

 

六
月
十
六
日
木
曜
日
十
六
時
よ
り
神
社
庁

二
階
の
会
議
室
に
て
、
令
和
四
年
度
神
道
青

年
会
の
定
例
総
会
が
行
わ
れ
た
。
会
員
五
十

名
に
対
し
、
参
加
人
数
二
十
名
委
任
状
十
三

通
で
総
会
が
成
立
し
た
。
ま
た
、
来
賓
に
は

徳
久
俊
彦
神
社
庁
長
、
村
田
直
敏
副
庁
長
に

臨
席
を
頂
い
た
。 

 

議
事
で
は
、
大
島
事
務
局
長
よ
り
令
和
三

年
度
の
神
道
青
年
会
の
事
業
報
告
と
会
計
報

告
が
あ
り
、
出
席
者
全
員
の
拍
手
を
以
て
承

認
さ
れ
た
。 

次
に
、
役
員
の
紹
介
と
い
う
こ
と
で
、
新

た
に
青
年
会
に
広
報
部
が
設
置
さ
れ
る
旨
の

報
告
が
あ
り
教
化
活
動
に
力
を
入
れ
て
い
く

こ
と
が
決
定
し
た
。 

 

そ
の
後
、
令
和
四
年
度
活
動
方
針
並
び
に

活
動
目
標
が
古
川
勝
茂
会
長
よ
り
示
さ
れ
た

後
、
令
和
四
年
度
事
業
計
画
案
、
令
和
四
年

度
予
算
案
の
決
議
が
あ
り
、
出
席
者
の
拍
手

を
以
て
承
認
さ
れ
た
。 

 

本
年
は
、
徐
々
に
元
の
生
活
が
戻
り
つ
つ

あ
る
中
で
、
何
が
出
来
る
の
か
が
、
大
切
に

な
る
か
と
思
わ
れ
る
。
若
手
と
し
て
常
に
挑

戦
す
る
姿
勢
を
会
員
全
員
で
し
っ
か
り
と
共

有
し
て
い
く
。 

 

○
海
洋
清
掃
作
業 

新
北
神
社
権
禰
宜 

川
浪 

雅
英 

 

去
る
六
月
二
十
二
日
、
佐
賀
縣
護
国
神
社
前

に
於
い
て
神
道
青
年
会
海
洋
清
掃
事
業
が
実

施
さ
れ
た
。 

 

会
長
を
始
め
と
し
た
十
一
名
の
参
加
の
も

と
、
各
々
が
市
の
方
よ
り
お
借
り
し
た
藻
搔

き
道
具
や
胴
長
靴
を
駆
使
し
、
約
幅
十
二
・

長
さ
百
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
の
藻
の
除
去
に
奔

走
し
た
。
懸
念
し
て
い
た
天
候
も
梅
雨
時
期

の
為
直
前
ま
で
二
転
三
転
と
し
て
い
た
が
、

事
業
の
成
功
を
願
う
か
の
よ
う
な
奇
跡
的
な

晴
天
と
な
っ
た
。
川
の
水
流
や
、
川
砂
や
ヘ

ド
ロ
故
の
足
元
の
緩
さ
に
加
え
、
慣
れ
ぬ
作

業
の
為
効
率
化
を
求
め
試
行
錯
誤
し
作
業
に

当
た
っ
た
。
約
二
時
間
の
作
業
を
終
え
、
除

去
出
来
た
藻
は
凡
そ
六
百
キ
ロ
。
各
自
が
発

揮
可
能
な
力
を
出
し
協
力
し
合
い
事
業
は
無

事
に
成
功
と
相
成
っ
た
。
一
面
に
藻
が
繁
茂

し
て
い
た
川
は
、
コ
ロ
ナ
禍
以
前
の
よ
う
な

清
浄
な
せ
せ
ら
ぎ
を
取
り
戻
し
、
微
量
で
は

あ
る
が
海
へ
行
き
つ
く
前
に
マ
イ
ク
ロ
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
問
題
の
原
因
と
な
る
河
川
ご
み
等

の
回
収
も
行
う
こ
と
が
出
来
た
。 

 

◇
◆
◇
神
政
連
た
よ
り
◇
◆
◇ 

伝
統
行
事
の
終
末 

潮
見
神
社 

宮
司 

毛
利 

清
彦 

 

武
雄
市
議
会
議
員
に
初
当
選
し
ま
し
た
。
氏

子
の
皆
様
に
は
衷
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。
神
職
の
立
場
か
ら
敬
神
崇
祖
の
精
神
で
市

政
に
挑
戦
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

六
月
の
市
政
事
務
に
対
す
る
一
般
質
問
の

場
で
、
新
人
議
員
ト
ッ
プ
バ
ッ
タ
ー
と
し
て
緊

張
感
が
漂
う
異
様
な
雰
囲
気
の
中
で
次
の
よ

う
に
意
見
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。 
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公
約
に
も
揚
げ
て
い
た
伝
統
文
化
の
継
承

を
テ
ー
マ
と
し
た
「
武
雄
市
民
遺
産
」
制
度
を

設
立
し
、
地
域
に
残
る
「
未
来
に
伝
え
た
い
武

雄
の
た
か
ら
」
を
大
切
に
守
り
伝
え
て
い
き
た

い
、
と
い
う
も
の
で
す
。 

こ
れ
は
、
文
化
財
保
護
法
、
文
化
保
護
条
例

な
ど
で
対
象
と
な
る
指
定
文
化
財
以
外
で
、
地

域
の
住
民
に
よ
っ
て
親
し
ま
れ
て
い
る
事
柄

に
焦
点
を
当
て
、
市
民
遺
産
と
し
て
認
定
す
る

取
り
組
み
で
す
。 

大
き
く
解
釈
す
れ
ば
、
日
本
人
が
守
ろ
う
と

し
て
い
る
「
自
然
・
景
観
・
歴
史
・
ま
ち
・
暮

ら
し
・
文
化
・
催
事
・
神
事
」
な
ど
の
項
目
に

加
え
、
武
雄
市
に
根
付
い
て
行
わ
れ
て
い
る
年

中
行
事
な
ど
を
対
象
に
考
え
ま
す
。
住
民
の
地

域
に
対
す
る
誇
り
や
愛
着
、
次
世
代
へ
の
「
地

域
愛
」
を
市
民
レ
ベ
ル
で
保
護
、
活
用
し
て
い

こ
う
と
い
う
目
的
で
考
え
た
の
で
す
。 

私
が
こ
の
「
市
民
遺
産
」
を
提
案
し
た
の
に

は
理
由
が
あ
り
ま
す
。 

そ
れ
は
、
今
、
伝
統
文
化
が
衰
退
の
危
機
に

あ
る
た
め
で
す
。
衰
退
の
原
因
は
、
需
要
の
減

少
と
高
齢
化
に
よ
る
後
継
者
不
足
で
す
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
に
多
く
の
情
報
は
瞬
時
に

入
っ
て
く
る
、
科
学
の
発
展
に
よ
っ
て
色
々
な

も
の
が
無
く
な
っ
て
い
く
。
ア
ナ
ロ
グ
か
ら
デ

ジ
タ
ル
へ
変
わ
っ
て
行
く
と
無
く
な
る
も
の

も
沢
山
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
少
子
高
齢
化
の

問
題
は
日
本
の
末
路
を
辿
っ
て
い
る
よ
う
で

す
。
御
存
知
の
よ
う
に
、
二
〇
二
五
年
に
は
、

日
本
は
人
口
の
年
齢
別
比
率
が
劇
的
に
変
化

し
て
い
く
「
超
高
齢
化
社
会
」
と
な
り
ま
す
。

こ
の
「
二
〇
二
五
年
問
題
」
は
、
社
会
構
造
や

体
制
が
大
き
な
分
岐
点
を
迎
え
、
雇
用
、
医
療
、

福
祉
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
影
響
を
与
え

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
の
人
口

は
二
〇
一
〇
年
を
境
に
減
少
を
続
け
、
二
〇
二

五
年
に
は
約
八
〇
〇
万
人
い
る
団
塊
の
世
代

が
後
期
高
齢
者
（
七
十
五
歳
）
と
な
り
、
国
民

の
四
人
に
一
人
が
後
期
高
齢
者
と
い
う
超
高

齢
化
社
会
を
迎
え
る
と
い
う
も
の
だ
か
ら
恐

ろ
し
い
。
逆
に
、
社
会
保
障
の
担
い
手
で
あ
る

労
働
人
口
は
減
っ
て
い
く
た
め
、
社
会
保
障
費

の
増
大
、
不
足
が
予
想
さ
れ
る
ほ
か
、
医
療
、

介
護
分
野
の
整
備
や
少
子
化
対
策
が
急
務
と

な
っ
て
い
ま
す
。
最
後
に
は
、
外
国
人
に
日
本

を
支
え
て
も
ら
う
移
住
者
計
画
を
立
て
な
い

限
り
日
本
は
破
綻
し
て
し
ま
い
ま
す
。
イ
ス
ラ

ム
教
の
礼
拝
堂
モ
ス
ク
が
建
立
さ
れ
（
も
う
現

実
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
）
、
行
き
交
う
人
の
中

に
は
タ
ー
バ
ン
姿
。
さ
あ
、
ど
う
で
し
ょ
う
。

こ
の
光
景
の
中
、
日
本
文
化
は
存
続
し
て
行
く

で
し
ょ
う
か
。 

米
国
の
実
業
家
イ
ー
ロ
ン
・
マ
ス
ク
氏
が
五

月
七
日
に
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
投
稿
さ
れ
た
「
日
本

消
滅
」
を
見
て
く
だ
さ
い
。
死
亡
者
数
が
出
生

数
よ
り
多
い
状
況
が
継
続
す
れ
ば
、
い
ず
れ
日

本
は
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
と
問
題
視
し
て

い
ま
す
。
こ
の
大
き
な
問
題
は
政
治
だ
け
の
問

題
で
は
な
く
、
根
本
的
な
日
本
人
の
問
題
な
の

で
す
。 

六
月
十
八
日
付
の
佐
賀
新
聞
の
コ
ラ
ム
覧

に
次
の
よ
う
な
記
事
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。 

『
「
内
閣
府
が
公
表
し
た
二
〇
二
二
年
版
男
女

参
画
白
書
。
中
学
卒
業
後
、
「
こ
れ
ま
で
に
デ

ー
ト
し
た
人
数
」
が
ゼ
ロ
と
い
う
二
十
代
の
独

身
女
性
は
約
二
十
五
％
、
男
性
は
約
四
十
％
だ

っ
た
。
こ
の
結
果
に
若
者
た
ち
は
「
ゲ
ー
ム
を

は
じ
め
、
一
人
で
楽
し
め
る
趣
味
が
あ
る
か
ら
」

な
ど
と
テ
レ
ビ
の
取
材
に
応
え
て
い
た
。
デ
ー

ト
も
し
な
い
わ
け
だ
か
ら
「
配
偶
者
、
恋
人
は

い
な
い
」
と
い
う
二
十
代
の
女
性
は
五
十
一
％
、

男
性
は
六
十
六
％
「
積
極
的
に
結
婚
し
た
い
と

思
わ
な
い
理
由
」
で
は
「
結
婚
に
縛
ら
れ
た
く

な
い
、
自
由
で
い
た
い
」
と
の
回
答
が
最
も
多

か
っ
た
。・
・
・
』 

本
題
に
戻
ろ
う
。 

地
域
に
子
供
が
い
な
く
な
る
、
伝
統
文
化
を

継
承
す
る
後
継
者
が
い
な
く
な
る
。
五
穀
豊
穣

を
祈
願
し
、
感
謝
す
る
四
季
折
々
の
神
事
が
無

く
な
る
。
現
に
始
ま
っ
て
い
る
少
子
高
齢
化
問

題
を
、
見
て
見
な
い
ふ
り
し
て
い
る
日
本
人
が

多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
氏
子
が
い
な
く

な
る
と
神
社
が
無
く
な
る
。
伝
統
行
事
が
無
く
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な
る
。(

過
疎
地
帯
の
神
社
で
は
す
で
に
始
ま

っ
て
い
ま
す)

 
「
市
民
遺
産
」
を
設
立
し
た
い
。
「
た
か
ら

も
の
」
を
次
世
代
に
残
し
た
い
。
こ
の
思
い
の

発
端
は
、
私
た
ち
日
本
人
の
命
の
考
え
方
が
リ

レ
ー
選
手
で
あ
る
、
と
言
え
る
こ
と
に
あ
り
ま

す
。
ご
先
祖
様
か
ら
渡
さ
れ
た
バ
ト
ン
を
次
の

時
代
に
繋
い
で
い
く
。
そ
れ
が
日
本
人
の
使
命

だ
と
思
い
ま
す
。 

伝
統
行
事
に
終
末
が
来
な
い
こ
と
を
切
に

祈
り
た
い
。 

（
武
雄
市
橘
町
鎮
座
） 

 

事
務
報
告  

【
御
垣
内
特
別
参
拝
許
可
願
申
請
報
告
】 

■
伊
勢
神
社
宮
司 

古
川 

和
生 

 

・
参
拝
日 

皇
大
神
宮 

 
 

 
 

 
 

令
和
四
年
六
月
四
日 

豊
受
大
神
宮 

 
 

 
 

 
 

令
和
四
年
六
月
四
日 

・
員 

数 

代
表 

 

佐
賀
伊
勢
会
伊
勢
神
宮
参
宮
団
長 

本
島
直
幸 

他
三
四
名 

 

■
福
富
神
社
宮
司 

川
﨑
太
久
美 

 

・
参
拝
日 

皇
大
神
宮 

令
和
四
年
六
月
二
五
日 

 

・
員 

数 

代
表 

 
 

 
 

 
 

重
富
邦
夫 

他
十
五
名 

■
伊
勢
神
社
宮
司 

古
川 

和
生 

 

・
参
拝
日 

皇
大
神
宮 

 
 

 
 

 
 

令
和
四
年
六
月
二
七
日 

・
員 

数 

代
表 

 

一
般
社
団
法
人
佐
賀
県
木
材
協
会 

代
表
理
事
会
長 

山
口
誠
二 

 

他
八
名 

 

【
研
修
修
了
報
告
】 

 

福
岡
県
神
社
庁
研
修
所
主
催  

▼
九
州
地
区
中
堅
神
職
研
修
（
乙
） 

 

一
、
期
間
及
び
開
催
地 

 
 

 
 

令
和
四
年
六
月
二
十
日 

～
二
十
四
日
（
五
日
間
） 

 
 

 
 

福
岡
県
神
社
庁 

 
一
、
修
了
者 

唐
津
神
社
祢
宜 

戸
川 

健
士 

 

  

佐
賀
県
神
社
庁
研
修
所
主
催  

▼
初
任
神
職
研
修 

 

一
、
期
間
及
び
開
催
地 

 
 

 
 

令
和
四
年
六
月
七
日
～
八
日
、 

二
十
七
日
～
二
十
八
日
（
四
日
間
） 

 
 

 
 

佐
賀
県
神
社
庁
（
平
和
会
館
） 

 

一
、
修
了
者 

妻
山
神
社
祢
宜 

永
代 

 

優
仁 

 

八
幡
神
社
宮
司 

永
井 

 

孝
徳 

 

佐
嘉
神
社
権
祢
宜 

溝
口 

 

裕
基 

 

大
江
神
大
神
宮
権
祢
宜 

井
﨑 

さ
と
み 

 

伊
勢
神
社
祢
宜 

古
川 

 

恭
子 

 

蠣
久
天
満
宮
祢
宜 

江
副 

 

友
紀 

 

掘
江
神
社
祢
宜 

松
中 

朝
比
古 

 

綾
部
八
幡
神
社
祢
宜 

藤
﨑 

ま
す
み 

 

金
立
神
社
宮
司 

阿
久
津
奈
美
恵 

 

水
天
宮
権
祢
宜 

井
上 

 

恵
美 

 

八
幡
神
社
宮
司 

北
島 

 
 

巖 
 

諏
訪
神
社
宮
司 

前
田 

 
 

護 
 

堤
雄
神
社
権
祢
宜 

橋
富 

 

敬
子 

 

佐
嘉
神
社
宮
掌 

山
下 

 

美
幸 

 

 

 

自 

令
和
四
年
六
月 

 

一
日 

至 

令
和
四
年
六
月 

十
四
日 

・
佐
加
太
利 

第
一
〇
九
号 

防
府
天
満
宮 

様 

・
霊
峰
冨
士 

第
一
〇
三
号 

富
士
山
本
宮
浅
間
大
社 

様 

・
代
々
木 

第
五
二
九
号 

明
治
神
宮 

様 

・
高
知
県
神
社
庁
報 

第
八
五
〇
号 

高
知
県
神
社
庁 

様 

書

籍

等

寄

贈

目

録

及

び

御

芳

名 
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・
北
海
道
神
社
庁
報 

第
一
二
六
八
号 

・
北
海
道
神
社
庁
教
化
ニ
ュ
ー
ス 

第
一
五
六
号 

北
海
道
神
社
庁 

様 

・
皇
學
館
大
学
百
四
十
周
年
記
念
誌 

 
 

飛
躍
と
発
展
の
十
年 

・
伊
勢
神
宮
・
大
嘗
祭
研
究
文
献
目
録 

学
校
法
人
皇
學
館 

様 

・
國
學
院
大
學
学
報 

№
七
一
三 

國
學
院
大
學 

様 

・
東
神 

№
一
〇
一
八 

東
京
都
神
社
庁 

様 

               

                          

神社庁・総代会夏期諸会議予定表  

期   日  時間  行  事  名  対   象  

7 月 21 日（木） 14:00 神社庁支部長会  神社庁役員・支部長  

7 月 27 日（水） 11:00 神社庁役員会  神社庁役員  

7 月 27 日（水） 14:00 神社庁協議員会  神社庁役員・協議員  

8 月  3 日（水） 11:00 総代会役員・支部長会  
神社庁・総代会役員  

総代会支部長  

8 月  ３日（水） 13:30 総代会評議員会  
神社庁・総代会役員  

総代会評議員  

～ 閉庁のお知らせ ～ 

 

７月 ６日（水） 

７月 ７日（木） 

 

８月１３日（土） 

８月１４日（日） 

８月１５日（月） 

８月１６日（火） 

 

※事務所内什器備品の入替作業に伴い、  

臨時的に閉庁する可能性があります。  

佐
賀
県
神
社
庁
研
修
所
主
催 

令
和
四
年
度 

雅
楽
研
修
会
開
催
要
項 

  

◎
期
日 

七
月
二
十
六
日
（
火
・
先
負
） 

 

◎
会
場 

佐
賀
県
神
社
庁 

 

◎
日
程 

午
前
九
時 

･
･
･

受 

付 

 
 

 
 

 

午
前
九
時
半･

･
･

開
講
式 

 
 

 
 

 

午
後
五
時 

･
･
･

閉
講
式 

（
研
修
日
数
：
一
日
間
） 

 

◎
内
容 

平
調
越
天
楽
・
神
楽
豊
栄
舞 

等
を
中
心
に
稽
古
し
ま
す
。 

（
初
級
～
上
級
） 

 

◎
対
象 

総
代
含
め
神
社
関
係
者
で
あ 

れ
ば
、
ど
な
た
で
も
参
加
戴 

い
て
結
構
で
す
。 

（
初
心
者
歓
迎
） 

 

◎
備
考 

貸
出
用
の
雅
楽
器
（
龍
笛
・ 

篳
篥
）
の
用
意
が
あ
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 

当
日
、
参
加
費
（
昼
食
代
等
） 

と
し
て
一
、
〇
〇
〇
円
を 

徴
収
し
ま
す
。 

 

※
服
装
は
背
広
ネ
ク
タ
イ
着
用
。
女
子 

は
そ
れ
に
準
じ
た
服
装
。 

 

※
受
講
申
込
み
は
、
一
週
間
前
ま
で
に 

神
社
庁
ま
で
電
話
連
絡
す
る
こ
と
。 

九州地区 

神社庁職員事務研修会 

お盆期間 


